
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
合
併
市
町
村
に
係
る
地
方
債
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯

決
議

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
三
日

参

議

院

総

務

委

員

会

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
合
併
特
例
債
を
発
行
で
き
る
期
間
の
延
長
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
域
に
所
在
す
る
合
併
市
町
村
の
実
情
を
考
慮
し

た
緊
急
の
特
例
措
置
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
合
併
市
町
村
に
お
け
る
復
旧
・
復
興
事
業
の
見
通
し
等
、
実
態
の
把
握
に
努

め
る
と
と
も
に
、
当
該
合
併
市
町
村
の
要
望
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
期
間
の
延
長
等
適
切
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
、
被
災
地
域
以
外
に
所
在
す
る
合
併
市
町
村
に
お
い
て
も
、
東
日
本
大
震
災
に
起
因
す
る
事
情
に
よ
り
市
町
村
建
設
計
画
に

基
づ
い
て
行
う
事
業
等
の
実
施
が
遅
延
す
る
等
の
影
響
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
合
併
市
町
村
の
実
情
を
考
慮
し
、

被
災
地
域
の
合
併
市
町
村
に
対
す
る
も
の
と
類
似
の
期
間
の
延
長
に
係
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


